
災害時情報共有システムについて

・令和３年６月23日付厚生労働省老健局事務連絡により、

災害時における介護施設等の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、

被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、「介護サービス情報公表システム」

（以下「情報公表システム」という。）に災害時情報共有機能が追加されました。

この追加された機能を「災害時情報共有システム」といいます。

・災害発生時又は台風などの災害発生の警戒を要する状況となった場合、

国が、「災害時情報共有システム」に介護施設等の被害情報の報告先となる

「災害情報」（例：令和◯年台風◯号など）を登録します。

・介護施設等において、対象の「災害情報」に被害状況等を報告いただき、

国・道が被害情報の把握・取りまとめを行います。
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災害時の対応について



被災状況報告項目について



被災状況報告項目について



被災状況報告項目について



システムの利用方法について

１.介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所
（※特定施設入居者生活介護を除く）
「情報公表システム」に係る「介護サービス情報報告システム」のIDによりログインすることで、
利用することができます。

２.介護サービス情報公表制度における任意報告対象の事業所
（前年度の介護報酬収入額が100万円以下の事業所）
「情報公表システム」による報告を任意で行う場合は、上記と同様、
「情報公表報告システム」のIDによりログインすることで、利用することができます。
報告を行わず災害時情報共有機能のみを利用する場合は、
別途、道において、被災確認対象事業所番号及びパスワードを発行し、通知する予定です。

３.有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、
生活支援ハウス
特定施設の指定の有無に関わらず、
道において、被災確認対象事業所番号及びパスワードを発行し、通知する予定です。



システム利用開始に向けたスケジュールについて

①ID及びパスワードを発行する介護施設等（※）について、必要な情報を収集。

②システムへの利用者登録を実施。

③各介護施設等に対し、システムの概要説明とあわせてID及びパスワードを通知。
（10月以降、順次通知予定。）

④災害発生時又は災害発生の警戒を要する状況となった場合、
国の「災害情報」登録に応じて、報告が可能となったことを介護施設等へ連絡。

（※）
・介護サービス情報公表制度における任意報告対象の事業所
（前年度の介護報酬収入額が100万円以下の事業所）
・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、
生活支援ハウス


